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の
子
ど
も
と
保
護
者　

20
組

（
以
前
参
加
し
た
こ
と
が
あ
る
人
は

除
き
ま
す
）

▼
開
催
日
時　

　

５
月
11
日（
水
）、６
月
15
日（
水
）、

７
月
27
日（
水
）、８
月
23
日（
火
）、

９
月
14
日（
水
）の
全
５
回

▼
開
催
時
間　

　

午
前
10
時
か
ら
正
午
ま
で

▼
会
場

　

町
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

▼
申
込
締
め
切
り
日

　

４
月
28
日（
木
）　

定
員
に
な
り
次
第
、
締
め
切
り
ま
す

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

保
健
福
祉
課　

健
康
づ
く
り
業
務

☎（
62
）２
１
１
５

固
定
資
産
税
の
減
免
制
度

を
紹
介
し
ま
す

　

災
害
な
ど
で
、
課
税
対
象
と
な
る

固
定
資
産
が
著
し
い
被
害
を
受
け
た

場
合
、
そ
の
被
害
状
況
に
応
じ
た
割

合
で
固
定
資
産
税
を
減
免
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

１
．
減
免
の
対
象
と
な
る
も
の

　

課
税
さ
れ
て
い
る
土
地
、
家
屋
や

償
却
資
産
で
、
損
害
の
割
合
が
、
被

害
面
積
や
評
価
額
な
ど
の
二
割
以
上

育
所
主
任
調
理
士
（
保
健
福
祉
課
猪

苗
代
保
育
所
主
任
調
理
士
）
金
子
幸

代
▼
教
育
総
務
課
猪
苗
代
幼
稚
園
教

諭
（
保
健
福
祉
課
猪
苗
代
保
育
所
保

育
士
）
本
多
理
恵
▼
教
育
総
務
課
千

里
幼
稚
園
教
諭
（
教
育
総
務
課
み
ど

り
幼
稚
園
教
諭
）
長
沢
淳
子
▼
教
育

総
務
課
猪
苗
代
小
学
校
主
任
調
理
士

（
教
育
総
務
課
翁
島
小
学
校
主
任
調

理
士
）
長
沼
眞
知
子

派
遣

▼
福
島
県
後
期
高
齢
者
広
域
連
合

（
税
務
課
主
事
）
飯
山
義
隆

新
採
用

▼
税
務
課
主
事　

宍
戸
裕
之

▼
保
健
福
祉
課
栄
養
士　

鈴
木
絢

▼
保
健
福
祉
課
保
健
師　

遠
藤
純
子

▼
保
健
福
祉
課
保
健
師　

岡
本
な
つ

み行
政
相
談
委
員
に
相
談
し

て
み
ま
せ
ん
か

　

行
政
相
談
委
員
の
定
例
相
談
を
実

施
し
ま
す
。
定
例
相
談
は
月
１
回
第

３
水
曜
日
に
開
催
し
て
い
ま
す
。
相

談
は
無
料
で
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
の

で
、
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
猪
苗
代
町
行
政
相
談
委
員

いなわしろタウンページ まちのお知らせTown Information

税
関
係

町
職
員
の
人
事
異
動
を

お
知
ら
せ
し
ま
す

　

町
職
員
が
４
月
１
日
付
で
異
動
し

ま
し
た
。（　

）内
は
旧
職
名
。

退　

職
【
３
月
31
日
付
】

▼
田
代
剛
（
会
計
管
理
者
兼
会
計
室

長
）
▼
佐
藤
正
一
郎
（
建
設
課
長
）

▼
秦
俊
一
郎
（
町
民
生
活
課
主
幹
兼

町
民
生
活
業
務
主
任
）
▼
渡
部
文
江

（
保
健
福
祉
課
猪
苗
代
保
育
所
主
任

主
査
）
▼
小
池
ケ
イ
子
（
保
健
福
祉

課
猪
苗
代
保
育
所
主
任
主
査
）
▼
熊

谷
栄
子
（
教
育
総
務
課
長
瀬
幼
稚
園

主
任
主
査
）
▼
佐
藤
悦
子
（
教
育
総

務
課
緑
小
学
校
主
任
調
理
士
）
▼
矢

野
森
タ
ミ
子
（
教
育
総
務
課
猪
苗
代

小
学
校
主
任
調
理
士
）

異　

動
【
４
月
１
日
付
】

課
長
職

▼
会
計
管
理
者
兼
会
計
室
長
（
教
育

総
務
課
主
幹
）
後
藤
新
一
▼
建
設
課

長
（
副
町
長
事
務
取
扱
い
と
す
る
）

課
長
補
佐
相
当
職

▼
教
育
総
務
課
翁
島
幼
稚
園
主
任
主

査
（
保
健
福
祉
課
川
桁
保
育
所
主
任

主
査
）
星
恵
子
▼
教
育
総
務
課
千
里

幼
稚
園
主
任
主
査
（
教
育
総
務
課
猪

苗
代
幼
稚
園
主
任
主
査
）
五
十
嵐
桂

子係
長
職

▼
町
民
生
活
課
町
民
生
活
業
務
主
任

（
農
林
課
主
査
）
鈴
木
善
弘

係
長
相
当
職

▼
保
健
福
祉
課
猪
苗
代
保
育
所
主
任

保
育
士
（
保
健
福
祉
課
中
ノ
沢
保
育

所
主
任
保
育
士
）
小
池
知
恵
子
▼
保

健
福
祉
課
猪
苗
代
保
育
所
主
任
保
育

士
（
教
育
総
務
課
猪
苗
代
幼
稚
園
主

任
教
諭
）
橋
本
公
子
▼
保
健
福
祉
課

川
桁
保
育
所
主
任
保
育
士
（
教
育
総

務
課
翁
島
幼
稚
園
主
任
教
諭
）
土
屋

恵
子
▼
保
健
福
祉
課
川
桁
保
育
所
主

任
保
育
士
（
保
健
福
祉
課
中
ノ
沢
保

育
所
主
任
保
育
士
）
関
谷
香
代
▼
農

林
課
主
査
（
保
健
福
祉
課
主
査
）
古

川
い
ち
子
▼
教
育
総
務
課
主
査
（
保

健
福
祉
課
主
査
）
宇
南
山
賢
司
▼
教

育
総
務
課
猪
苗
代
幼
稚
園
主
任
教
諭

（
教
育
総
務
課
千
里
幼
稚
園
主
任
教

諭
）
渡
部
真
理
子

係
員
等

▼
保
健
福
祉
課
中
ノ
沢
保
育
所
保
育

士
（
保
健
福
祉
課
川
桁
保
育
所
保
育

士
）
遠
藤
千
恵
▼
保
健
福
祉
課
猪
苗

代
保
育
所
主
任
調
理
士
（
保
健
福
祉

課
中
ノ
沢
保
育
所
主
任
調
理
士
）
長

沢
由
美
子
▼
保
健
福
祉
課
中
ノ
沢
保

　

宮
澤　

重
正
さ
ん（
下
舘
）

　

☎（
66
）３
９
９
５

▼
開
催
日
時

　

４
月
20
日（
水
）、
５
月
18
日（
水
）

　

午
後
１
時
か
ら
午
後
３
時
ま
で

▼
会
場　

町
役
場
３
階　

日
本
間

▼
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課　

秘
書
広
報
業
務

☎（
62
）２
１
１
１

「
ち
び
っ
こ
ラ
ン
ド
」で

一
緒
に
遊
ぼ
う

　

本
町
で
は
、
親
子
の
遊
び
の
教

室
「
ち
び
っ
こ
ラ
ン
ド
」を
前
期
と

後
期
の
２
回
に
分
け
て
開
催
し
て
い

ま
す
。
今
回
は
、
前
期
日
程
の
参
加

者
を
募
集
し
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
は

友
だ
ち
と
思
い
切
り
遊
ぶ
場
に
、
保

護
者
の
皆
さ
ん
は
情
報
交
換
や
リ
フ

レ
ッ
シ
ュ
の
場
と
し
て
楽
し
ん
で
く

だ
さ
い
。

▼
対
象　

　

町
内
在
住
の
２
歳
か
ら
４
歳
ま
で

人　

事

の
も
の

※
損
害
の
割
合
は
、
実
際
に
か
か
る

修
理
費
な
ど
で
算
出
す
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

【
土
地
の
例
】

　

●
地
盤
崩
壊
や
大
量
の
岩
石
な
ど

　

が
流
入
し
た
場
合
な
ど

【
家
屋
の
例
】

　

●
倒
壊
、
傾
斜
な
ど

【
償
却
資
産
の
例
】

　

●
大
き
く
破
損
し
た
も
の

２
．
減
免
の
対
象
に
な
ら
な
い
も
の

　

損
害
の
割
合
が
、
二
割
に
満
た
な

い
も
の

【
家
屋
の
例
】

　

●
内
壁
材
（
ク
ロ
ス
、
塗
り
壁
や

　

タ
イ
ル
な
ど
）、
建
具（
戸
枠
、
ガ

　

ラ
ス
）、
屋
根
材（
瓦
、
ト
タ
ン
な

　

ど
）の
損
傷
な
ど

　

●
門
、
塀
、
カ
ー
ポ
ー
ト
な
ど
の

　

構
築
物

　

申
請
に
は
、
り
災
証
明
書
や
被
害

状
況
が
わ
か
る
写
真
な
ど
が
必
要
で

す（
修
理
を
す
る
前
に
、
必
ず
被
害

箇
所
の
写
真
を
撮
っ
て
お
い
て
く
だ

さ
い
）。

　

な
お
、
減
免
に
な
ら
な
い
場
合
や

減
免
が
決
定
す
る
ま
で
に
時
間
が
か

か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

減
免
が
決
定
し
た
場
合
は
、
後
日
、

税
額
を
修
正
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
税
務
課
に
問
い
合
わ
せ

て
く
だ
さ
い
。

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

税
務
課　

賦
課
業
務

☎（
62
）２
１
１
３

告　

示

・
第
19
号
「
猪
苗
代
都
市
計
画
道
路

事
業
３
・
４
・
２
号
猪
苗
代
中
央
線
の

事
業
計
画
に
つ
い
て
」

（
建
設
課
都
市
整
備
業
務
）

・
第
20
号
「
天
鏡
台
温
泉
地
区
自
治

会
の
告
知
事
項
変
更
に
つ
い
て
」

（
総
務
課
行
政
管
理
業
務
）

・
第
21
号
「
不
動
産
等
の
最
高
価
申

込
者
決
定
通
知
書
の
公
示
送
達
に
つ

い
て
」（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
22
号
「
延
滞
金
督
促
状
の
公
示

送
達
に
つ
い
て
」

（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
23
号
「
充
当
通
知
書
の
公
示
送

達
に
つ
い
て
」（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
24
号
「
配
当
計
算
書
の
公
示
送

達
に
つ
い
て
」（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
25
号
「
猪
苗
代
町
公
の
施
設
の

指
定
管
理
者
の
指
定
」

（
総
務
課
行
政
管
理
業
務
）

・
第
26
号
「
町
道
路
線
認
定
に
関
す

る
告
示
」（
建
設
課
建
設
業
務
）

・
第
27
号
「
町
道
路
線
変
更
に
関
す

る
告
示
」（
建
設
課
建
設
業
務
）

・
第
28
号
「
町
道
の
区
域
の
決
定
に

関
す
る
告
示
」（
建
設
課
建
設
業
務
）

・
第
29
号
「
町
道
の
区
域
の
変
更
に

関
す
る
告
示
」（
建
設
課
建
設
業
務
）

・
第
30
号
「
町
道
の
供
用
開
始
に
関

す
る
告
示
」（
建
設
課
建
設
業
務
）

・
第
31
号
「
過
誤
納
金
充
当
通
知
書

の
公
示
送
達
に
つ
い
て
」

（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
32
号
「
公
の
施
設（
生
活
改
善

セ
ン
タ
ー
等
）に
係
る
指
定
管
理
者

の
告
示
」（
農
林
課
農
林
業
務
）

・
第
33
号
「
公
の
施
設（
そ
ば
乾
燥

調
整
貯
蔵
施
設
）に
係
る
指
定
管
理

者
の
告
示
」（
農
林
課
農
林
業
務
）

・
第
34
号
「
公
の
施
設（
農
林
公
園
）

に
係
る
指
定
管
理
者
の
告
示
」

（
農
林
課
農
林
業
務
）

公　

告

・
第
７
号
「
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿

及
び
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
を
縦
覧

す
る
件
」（
税
務
課
賦
課
業
務
）

・
第
８
号
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売

に
よ
る
不
動
産
等
の
最
高
価
申
込
者

決
定
公
告
（
第
９
号
）」

（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
９
号
「
平
成
23
年
度
公
共
下
水

道
事
業
受
益
者
負
担
金
の
賦
課
区
域

公
示
」（
上
下
水
道
課
下
水
道
業
務
）

※
告
示
・
公
告
さ
れ
た
内
容
に
つ
い

て
は
、
役
場
前
掲
示
板
を
ご
覧
に
な

る
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
課
に
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

掲
示
板

相　

談

相談無料、秘密は厳守し
ます。

募　

集


